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「青少年を取り巻く社会環境の実態調査」の結果 

 

７月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に合わせて県内 

一斉に実施された「青少年を取り巻く社会環境の実態調査」。 

青少年指導員の皆さんから調査していただきました。 

 

調査は，「書店等における図書類取扱状況」，「図

書類等自動販売機の設置状況」，「ゲーム場の設置

状況」，「エアーソフトガン，ガスガン，クロスボ

ウ，おとなのおもちゃを扱う玩具店の設置状況」，

「ＤＶＤ貸出店の設置状況」，「ＤＶＤ等自動貸出

機の設置状況」，「書店以外の有害図書類販売店舗

の状況」について行いました。今年から，酒類・

タバコの自動販売機，コンビニエンスストアの調

査は廃止となりました。 

結果をお知らせします。 

 

 

区                  分 数 

書
籍
販
売 

書 店       [総店数 ６] 

一般図書のみ販売 ３ 

有害図書のみ販売 ０ 

一部有害図書有 ３ 

図書類等自動販売機 ０ 

書店以外で有害図書類を販売している店舗数 ０ 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
等 

成人向けＤＶＤ販売店等 ２ 

ＤＶＤ自動販売機 ０ 

貸出店 
一般のみ ０ 

成人向有 １ 

ＤＶＤ自動貸出機 ０ 

が
ん
具 

エアーソフトガン，ガスガン，クロスボウ取扱店 ０ 

おとなのおもちゃ取扱店 ０ 

自動販売機 ０ 

ゲーム場                 [総店数 ３] 

18時以降営業を行っている ３ 

 うち 16才未満保護者同伴表示有 ３ 

22時以降営業を行っている ３ 

 うち 18才未満入場禁止表示有 ３ 
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11月は「子ども・若者育成支援強調月間」 

 

11月は「子ども・若者育成支援強調月間」として，全国で， 

青少年健全育成のための諸事業・活動が実施されます。 

 

新潟県では，新潟県青少年対策本部が主唱して取

組を実施します。その実施要綱を受けて，見附市で

は次の活動に取り組みます。 

広報資材(ポケットティッシュ)の配布，街頭育成

活動，各種研修会への参加。 

いずれも青少年指導員の方々に活動していただき

ます｡  

この機会に，青少年の健やかな成長を願う育成 

支援について考えをめぐらせていただきたいと思い

ます。 

 

 

 

６月 12日  

  ゲーム機類の販売店で，大金で買い物をする中学

生がいて注視(心配)していると店員から話があった。 

６月 19日 

帰宅する自転車の高校生は，イヤフォンを片耳だ

け着ける(両耳装着は違反)者が多くなった。これま

での声掛けが利いてきたと感じた。 

「お帰り」「気を付けて帰ろうね」の声掛けに「は

い」と返してくれる高校生が多いのはうれしい。 

６月 20日 

巡回中の車窓から無灯火自転車に声掛けをした。

不審者に見られるのではないかと心配したが，声掛

けにすぐ従ってくれたのでよかった。 

７月 10日 

6/12の大金で買い物をする中学生について，店員

から「その後目立たなくなった」と聞いた。青少年

指導員を務める中学校の先生が，自校で生徒に注意

の指導をしたことの効果と思われる。 

７月 17日 

見附駅駐輪場で，自転車の鍵を失くした男子生徒

がいた。父親が来て悪戦苦闘したが解錠できず，自

転車を車に乗せて帰った。その間，生徒はスマホに

夢中だった。 

見附駅駐輪場から公道に出る所で，確認をしない

で飛び出す自転車がある。危険を感じないのだろう

か？ 中には通りかかった車を止めて，その前を平

然と渡る者もいる。たまたまパトカーが来たときは，

一時停止や安全確認をする。安全のための“当たり

前”がなぜ身に付かないのか，残念だった。 

 

７月 24日 

ゲーム場で中学生３人が遊んでいた。18 時 50 分

頃に声掛けをしたところ，すぐに帰った。 

７月 25日 

ネーブルみつけで駅長さんと話し合った。夏休み

の子どもたちの動向について，指導をお願いした。 

８月７日 

パティオにいがたでは，芝生横の歩道付近で中学

らしい４人がスケボーをしていた。我々が近づく 

途中に帰った。まだ明るいとはいえ夕暮れで，歩道

でのスケボーに危険を感じた。 

８月 26日 

見附駅駐輪場２階は「こども広場」として開放さ

れていた。ベンチ，ハンモックなどが置かれ，柱に

絵が描いてあった。人はいなかった。 

高校は２学期が始まり，電車利用者数は通常に 

戻った。降車した生徒に声を掛けた。元気そうな  

返答があった。 

９月 11日 

水道山公園では，めずらしく車５台が駐車してい

た。市内企業に勤める若い男女６人がバーベキュー

をしていた。市から許可をもらっているとのこと 

だったので，火の元に気を付けるよう声掛けをした。 

９月 19日 

  見附駅駐輪場２階の遊び広場で，女子高校生６，

７人がハンモックに乗ったりして遊んでいた。長岡

市から通う１年生で，電車待ちとのこと。声掛けに

高校は楽しいと返答があった。どの生徒も明るい表

情で楽しそうだった。 

青少年指導員は，名札(指導員証)と腕章を

着けて街頭指導に当たっています。  

悪い行為を注意するだけではなく，道行く

青少年をあたたかく見守ります。 
６～９月 


